
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月号 おもな内容 
 

●特集 介護と福祉の資格     ２～３Ｐ  

※みなさまの会費の一部は「社協だより」の発行に充てさせていただいています。 

２０２０ 

６ 
 

№２２６ 

 

 
 

●社協からのお知らせ       ４Ｐ 

 

  

 

 

ほ
の
ぼ
の
ク
ラ
ブ 再

開 

  

ほ
の
ぼ
の
ク
ラ
ブ
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
を
防
止
す
る
た
め
に
、
４

月
２
０
日
か
ら
活
動
を
中
止

し
て
い
ま
し
た
が
、
５
月
１

８
日
、
約
１
ヶ
月
ぶ
り
に
再

開
し
ま
し
た
。
初
日
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
健
康
運
動
実
践
指

導
士
の
大
野
正
子
先
生
に
よ

る
体
操
で
し
た
。
久
し
ぶ
り

に
大
野
先
生
の
体
操
を
行
っ

た
利
用
者
は
、「
疲
れ
ま
し
た

が
心
も
体
も
す
っ
き
り
し
ま

し
た
」「
家
で
一
人
で
す
る
体

操
は
自
分
に
甘
く
な
り
が
ち

で
し
た
が
、
利
用
者
の
皆
さ

ん
と
一
緒
に
体
操
す
る
こ
と

で
自
分
に
厳
し
く
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
」
と
話
し
て

い
ま
し
た
。
講
師
の
大
野
先

生
は
、「
年
齢
に
関
係
な
く
日

常
生
活
の
中
で
は
体
操
が
必

要
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
無
理

の
無
い
体
操
を
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
」
と
話
し
て
い
ま
し

た
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２ 

福祉に関するご相談は社協までお気軽にどうぞ ２８７－１１１８ 

 
特 集 介護 と 福祉 の 資格 

福祉の仕事と一言でいっても、その分野や職種は広範囲にわたります。福祉施設やデイサービ

ス等在宅福祉サービスのように、利用者の生活を直接的に支援するサービスの提供から、行政機

関や市町村の社会福祉協議会等が地域福祉の向上のために行うサービスまでさまざまです。  

今回は、介護サービスの現場や福祉関係機関等で働く人に関係する資格についてご紹介します。 

● 社会福祉士 福祉に関する相談援助の専門職 
 

【概要】  社会福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」

にもとづく国家資格です。福祉の相談援助に関

する高度な専門知識・技術を有し、福祉や医療

の相談援助の場において重要な役割を担ってい

ます。 

 

【仕事】  社会福祉士として福祉の現場で働く人の多くは、社会福祉協議会や地域包括支

援センター、病院、社会福祉施設等でソーシャルワークの実践に取り組んでいま

す。具体的には、在宅・施設で生活している方々の相談に応じ、必要な助言や利

用可能な制度・サービスの紹介をはじめ、サービスの利用調整や関係者間の連絡

など、相談者を支え、その抱える課題を解決するために様々な仕事をしています。  

一方、個人事業所等を開設し、認知症高齢者や障害者等判断能力が不十分な方の

「成年後見人」として活動している人もいます。 

 

 

就職先 
● 精神保健福祉士 精神保健分野の医療と福祉をつなぐ相談援助の専門職 

 

【概要】  精神保健福祉士は、「精神保健福祉法」にもとづく国家資格です。精神保健福

祉士は、精神障害者の生活支援に関する専門的な知識・技術を有する、精神保健

福祉分野の専門家としてその役割が期待されています。 

 

【仕事】  精神保健福祉士は、主に精神科医療機関や精

神障害者社会復帰施設、保健所、精神保健福祉

センター、精神科デイケア施設で相談援助業務

等にあたっています。具体的には、病院へ入院

または施設へ入所している精神障害者の在宅生

活への移行やその後の生活支援をはじめ、住ま

いや仕事・学校に関する手続き、各種の支援制

度・サービスの紹介や利用調整、その他日常生

活をおくるための支援を行っています。 

 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmju-8jMDaAhXJJ5QKHQuLDsYQjRx6BAgAEAU&url=http://freeiconbox.com/search/index.php?page%3D14925%26wo_sv%3D&psig=AOvVaw08lSw9--zajLDYi09ezMS1&ust=1524012855487323
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.irasutoya.com/2015/06/blog-post_864.html&psig=AOvVaw26I8gWUu2ZNgvYsCCGVUJw&ust=1589848659683000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiklfeVvOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://mjpsw-jinken.com/free/kobetsu-soudan&psig=AOvVaw26I8gWUu2ZNgvYsCCGVUJw&ust=1589848659683000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiklfeVvOkCFQAAAAAdAAAAABAI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスに関することなどご相談ください 

３ 

● 介護福祉士 質の高い介護サービスを提供する専門職 

 

【概要】  介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」

にもとづく国家資格です。介護福祉士資格は、介

護を必要とする方々の様々な生活行為・生活動作

を支援し、支える知識と技術を有する介護の専門

資格として認知されています。 

 

【仕事】  介護福祉士は、主にホームヘルプサービスや特別養護老人ホーム、身体障害者

施設等の社会福祉施設の介護職員として介護業務にあたっています。また、介護

業務のほか、在宅介護の場合には介護方法や生活動作に関する説明、介護に関す

る様々な相談にも対応しています。 

● 介護支援専門員 介護サービス計画（ケアプラン）の立案を担う専門職 

 

【概要】  介護支援専門員は、「介護保険法」にもとづく

専門職で、居宅介護支援事業所や介護保険施設に

必置とされている職種です。要介護者・要支援者、

ご家族等からの相談に応じ、各種サービスの連絡

調整等を行う役割があり、一般的にケアマネジャ

ー（略称ケアマネ）と呼ばれています。 

 

【仕事】  介護支援専門員として福祉の現場で働く人の多くは、居宅介護支援事業所や介

護保険施設等で介護サービス計画（ケアプラン）の立案を行っています。在宅や

施設で生活している方々の相談に応じ、介護サービスの利用調整や関係者間の連

絡をすること等で、利用者の心身の状況にあわせて自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援をしています。 

● 訪問介護員（ホームヘルパー） 高齢者の在宅生活を支える重要な介護職 

 

【概要】  訪問介護員は、介護保険法にもとづく訪問介護

を提供する専門職です。介護保険法における訪問

介護は、介護福祉士の他「政令で定める者」が行

うことになっています。この「政令で定める者」

とは、国が定めた研修を修了した「訪問介護員」

のことをいいます。 

 

【仕事】  訪問介護員は、社会福祉法人、医療法人、NPO、民間企業等が運営する事業

所で訪問介護に従事しており、在宅で生活している方々のお宅に訪問し、介護や

生活援助を提供しています。介護には食事や入浴、排泄等の支援といった身体介

護と、外出支援等の移動介助が含まれます。また、生活援助として、調理、洗濯、

買い物等の援助や代行を行っています。 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-juvYA99EPAA/VJ6XjWxy8XI/AAAAAAAAqM0/bHcY2O3rxac/s800/kaigo_syokujikaijo.png
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https://1.bp.blogspot.com/-Mg3zFB_KK_8/Wfg1Df1ShsI/AAAAAAABH2s/_2Jrf6y2dlAxjNgdt7xuYO_ZDNwBHj9VACLcBGAs/s800/medical_ofuro_seishiki.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

社協よりみなさまへ、お知らせのページです。 

編集・発行 

社会福祉法人 

清川村社会福祉協議会 
〒243-0112 

神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷２２２０－１ 

清川村保健福祉センタ－ひまわり館内 

電 話 ０４６(２８７)１１１８ 

ＦＡＸ ０４６(２８７)２０１３ 
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新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ  

緊急小口資金及び総合支援資金（生活支援費）の特例貸付のご案内 

【緊急小口資金】 
 

●貸付上限額 １０万円以内。ただし、以下の場合は２０万円以内の貸付が可能 

 （１）世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき 

 （２）世帯員に要介護者がいるとき 

 （３）世帯員が４人以上のとき 

 （４）世帯員に下記の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき 

  ①子の世話を新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子 

  ②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子 

 （５）世帯員の中に個人事業主がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき 

●据置期間  貸付の日から１年以内 

●返済期間  据置期間経過後２年以内 

【総合支援資金（生活支援費）】 
 

●貸付上限額 （単身世帯）月１５万円以内、（複数世帯）月２０万円以内 

       ともに貸付期間は原則３月以内 

●据置期間  貸付の日から１年以内 

●返済期間  据置期間経過後１０年以内 

 
申込方法  借入申込に必要な書類等は、神奈川県社会福祉協議会ホームページからダウンロー

ド、または清川村社会福祉協議会に電話連絡のうえ入手してください。 

      また、ご記入いただいた書類等は、清川村社会福祉協議会に提出してください。提

出の際は窓口での受付も可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら、郵送によるお申し込みにご協力お願い致します。 

      なお、緊急小口資金の借入申込つきましては、郵便局（取扱郵便局に限ります）及

び中央労働金庫においても受け付けておりますので受付窓口など神奈川県社会福祉

協議会ホームページをご確認ください。 

 
お問い合わせ・お申し込み先 

 清川村社会福祉協議会 

 住所 〒２４３－０１１２  

愛甲郡清川村煤ケ谷２２２０－１ 清川村保健福祉センターひまわり館内 

 電話番号 ０４６－２８７－２０１１ （事務担当 大橋） 

 

２
・
３
ペ
ー
ジ
で
５
つ
の

『
介
護
と
福
祉
の
資
格
』
を
紹

介
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
福

祉
の
仕
事
は
、
高
齢
者
の
介
護

だ
け
で
は
な
く
、
障
害
者
や
子

ど
も
、
生
活
に
困
っ
て
い
る
方

へ
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど
分
野
が

と
て
も
広
く
、
福
祉
に
関
連
す

る
資
格
は
他
に
も
ま
だ
沢
山

あ
り
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
は

是
非
一
度
調
べ
て
み
て
く
だ

さ
い
。 


